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１．海外からの化石燃料に対する依存度増加

・総発電電力量の８８％に増加。これは、第一次石油ショック時（７６％）以上の水準。

・特に、石油については、情勢が不安定な中東に８３％を依存。

１９７３年度（石油危機時）の電源構成 ２０１２年度（直近）の電源構成２０１０年度（震災直前）の電源構成

化石燃料の依存度 ７６％ 化石燃料の依存度 ６２％ 化石燃料の依存度 ８８％

（１）燃料費の増加(原発稼働時と比較した火力発電増加費用)

・約３．６兆円 （２０１３年度見込み。国民1人あたり約３万円の負担増。）

（２）電気料金の高騰

・震災前と比べ２割程度上昇 （標準世帯電力料金：月額約６，３００円→約７，９００円）

２．国民生活・経済への影響

・一般電気事業者のＣＯ２排出量１．１億トン増加 （日本の排出量約９％分）

３．地球温暖化（CO2排出量増加）
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エネルギー基本計画（政府案）について



エネルギー基本計画（政府案）の目標

・各エネルギー源の強みが活き、弱みが補完される、強靭で、現

実的かつ多層的な供給構造の実現。

・制度改革を通じ、多様な主体が参加し、多様な選択肢が用意さ

れる、より柔軟かつ効率的なエネルギー需給構造の創出。

・海外の情勢変化の影響を最小化するための国産エネルギー等

の開発・導入の促進による自給率の改善。
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電源構成に

ついての考え方

◇あらゆる面（安定供

給、コスト、環境負

荷、安全性）で優れた

エネルギー源はな

い。

◇電源構成について

は、エネルギー源ご

との特性を踏まえ、

現実的かつバランス

の取れた需給構造を

構築する。

◇そのためのベストミッ

クスの目標を出来る

限り早く決定する。

電力需要に対応した電源構成

ベースロード電源：発電コストが低廉で、昼夜を問わず安定的に稼働できる電源
ミドル電源：発電コストがベースロード電源に次いで安く、電力需要の変動に応じた出力変動が可能な電源
ピーク電源：発電コストは高いが電力需要の変動に応じた出力変動が容易な電源
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１．再生可能エネルギー

 温室効果ガス排出のない有望かつ多様な国産エネルギー源。３年間導入を最大限加速
その後も積極的に推進。
地熱・一般水力は、ベースロード電源。

太陽光・風力は、発電出力が安定しないことから、天然ガス、石油などの調整電源との組み合わせが必要。

２．原子力
 優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には

温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の
安定性に寄与する重要なベースロード電源。

３．石炭
 安定性・経済性に優れた重要なベースロード電源として再評価されており、高効率火力

発電の有効利用等により、環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギー源。

４．天然ガス

 ミドル電源の中心的役割を担う、今後役割を拡大していく重要なエネルギー源。

５．石油
 運輸・民生部門を支える資源・原料として重要な役割を果たす一方、ピーク電源としても

一定の機能を担う、今後とも活用していく重要なエネルギー源。

６．ＬＰガス

 ミドル電源として活用可能であり、緊急時にも貢献できる分散型のクリーンなガス
体のエネルギー源。

エネルギー基本計画政府原案における各エネルギー源の位置付け
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再生可能エネルギーの現状



再生可能エネルギーの導入状況

 太陽光発電は、急速に普及が拡大。世界トップに並ぶ市場規模へ。
 風力発電についても、2000年度と比べ、約20倍の規模へ。

（2000年度14万kW（259基）から、2012年度264万kW（1913基）へと拡大）

万kW

固定価格買取制度開始
（太陽光以外も対象）

余剰電力買取制度開始
（住宅用太陽光が対象）

【太陽光発電の導入状況】
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再生可能エネルギー導入の課題

 他の電源と比して高いコスト、出力の不安定性、立地制約が再生可能
エネルギーの課題。

① コスト高の克服
国が決めた価格で電力会社に再生可能エネルギー電気の買取りを義務

づける固定価格買取制度を２０１２年度から開始。現在買取制度によ
る負担額は３，５００億円。標準家庭では月に１２０円。

国民負担に配慮し、買取りの価格については、コスト低減の実態を反
映させる形で適切に見直し。

② 出力の不安定性への対応
再生可能エネルギー電気を大規模に送配電網に接続するため、

大型蓄電池の活用、送配電技術の一層の高度化を図る。

③ 立地制約の克服
立地規制の緩和や環境アセスメントの迅速化に取り組む。
風力の適地である北海道・東北から大消費地への送電網強化を図る。
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太陽光発電

低コスト化・高効率化に向けた研究開発

再生可能エネルギー等の研究開発

風力発電

本格的な事業化を目指した世界初となる

浮体式洋上風力発電所

福島沖の海上に、巨大な洋上風力発電設備の実証設備が稼働を開始。

世界をリードする大型蓄電池技術の開発

出力が不安定な風力等の導入拡大に寄与。

世界最先端の燃料電池技術開発・市場化

家庭や自動車では燃料電池が実用化。

更に技術を磨き、水素社会を構築。
家庭用燃料電池
「エネファーム」

（2009年市販開始）

燃料電池自動車
（2015年市販予定）

水素・燃料電池
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変電所に設置する大型蓄電池のイメージ

浮体式洋上風力発電システム
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原子力の現状



○福島第一原子力発電所事故後、新たに「原子力規制委員会」を設置。世界最高水
準の規制を策定し、独立した立場から原発の安全性を確認。

○政権の基本方針
①原発事故の反省・教訓を踏まえ、原発についてはあらゆる事情に「安全性」を優先
する。

②原発依存度は可能な限り低減させる。
③原子力規制委員会が安全性を確認した原発は再稼働を進める。

（例）津波対策の強化（浜岡原発：防潮堤の設置）

約１６ｍ
(海抜約２２ｍ)
※建設途中

原子力発電について

全長
１．６km
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１．各原発の申請状況等

① 審査チーム

 Ａチーム 伊方３号機（四国電力）、玄海３，４号機（九州電力）

 Ｂチーム 泊１，２号機（北海道電力）、大飯３，４号機（関西電力）、川内１，２号機（九州電力）

 Ｃチーム 泊３号機（北海道電力）、高浜３，４号機（関西電力）

 Ｄチーム 柏崎刈羽６，７号機（東京電力）、島根２号機（中国電力）、女川２号機（東北電力）、
浜岡４号機（中部電力）

② 審査に係る規制委員会の状況

 新審査については「申請の順番や炉型の違いで審査に差をつけることはない」との方針。

 審査期間について、田中規制委員長は「６ヶ月程度。できるだけ短縮する方向で努力する」と発言。

２．安全性確認後の立地自治体等関係者の理解と協力を得る取組

① 再稼働の際の立地自治体等の同意は法令上の要件ではないが、理解を得るべく丁寧に取り組む。この際、規
制基準の適合性については原子力規制庁、エネルギー政策の観点からの説明については資源エネルギー庁
が行う。

＜政府方針＞（「日本再興戦略」 「経済財政運営と改革の基本方針」平成２５年６月１４日 閣議決定）

「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により
規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼動を進める。その際、立
地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組む」

原子力発電所の適合申請状況等
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シェールガス革命の影響



【米国】

 日本企業は４つのLNGプロジェクトから計約1700万㌧のLNGの引取の契約を締結済み。

 ４つのプロジェクトともに、米国政府から輸出承認を取得。ＬＮＧプロジェクトは、 2017年頃から生産開始予定。

【カナダ】

 豊富なシェールガス埋蔵量と日本への地理的近接性を有し、競争的な価格でのLNG供給の潜在性あり。

 インフラ整備、先住民問題等の課題解決に向けて、日加首脳会談（９月）、茂木経産大臣訪加（１０月）に加え、連邦・州
政府とそれぞれ覚書等を締結。ブリティッシュ・コロンビア州とは政策協議を開始。

米国LNGの輸出承認の状況
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北米からのLNG輸出について
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電力システム改革



① 安定供給を確保する。
② 電気料金を最大限抑制する。
③ 需要家の選択肢や事業者の事業機会を

拡大する。

（１）電力システム改革の３つの目的

① 広域系統運用の拡大。
② 小売及び発電の全面自由化。
③ 法的分離の方式による送配電部門の

中立性の一層の確保。

（２）電力システム改革の３本柱

実施時期 法案提出時期

【第１段階】
広域的運営推進機関の設立

平成２７年（２０１５年）を
目途に設立

平成２５年（２０１３年）１１月１３日成立（※
第２段階、第３段階の実施時期・法案提出
時期、留意事項を規定）

【第２段階】
電気の小売業への参入の全面自由
化

平成２８年（２０１６年）を
目途に実施

平成２６年（２０１４年）通常国会に法案提
出

【第３段階】
法的分離による送配電部門の中立
性の一層の確保、電気の小売料金
の全面自由化

平成３０年から平成３２年
まで（２０１８年から２０２０
年まで）を目途に実施

平成２７年（２０１５年）通常国会に法案提
出することを目指すものとする

１．電力システム改革は、新規参入の促進や競争環境の整備により、電力の低廉かつ
安定的な供給を一層進めていくもの。改革の第一歩となる電気事業法改正法が臨時
国会で成立。引き続き、第２段階、第３段階の改正に向けた検討を行っている。

２．各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を
講じながら、改革を進める。
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電力システム改革の状況


